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大
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小

泉
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長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
北
方
四
島
交
流
の
際
に
根
室
で
と
ら
れ
た
検
疫
手
続
き
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁

書
を
送
付
す
る
。
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六
月
二
日
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領
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七
七
号



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
北
方
四
島
交
流
の
際
に
根
室
で
と
ら
れ
た
検
疫
手
続
き
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書

一
に
つ
い
て

択
捉
島
、
国
後
島
、
色
丹
島
及
び
歯
舞
群
島
の
北
方
四
島
は
、
我
が
国
固
有
の
領
土
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

四
島
交
流
の
枠
組
み
に
よ
る
訪
問
事
業
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
船
舶
が
御
指
摘
の
港
に
入
港
す
る
際
に
は
、
検
疫
法
（
昭

和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
一
号
）
及
び
植
物
防
疫
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
に
基
づ
く
検
疫
が
実
施
さ
れ

て
い
る
。

三
か
ら
五
ま
で
に
つ
い
て

御
指
摘
の
訪
問
団
に
対
し
て
御
指
摘
の
書
類
が
配
布
さ
れ
た
と
の
事
実
が
あ
る
と
は
承
知
し
て
い
な
い
。


